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第 ５ 回 第 １ 農 地 部 会 議 事 録 

 

日      時  令和４年５月１７日（火）午前１０時００分 

 

場      所  津市美里庁舎 ２階 会議室１ 

 

出 席 部 会 委 員   1小澤 哲男 ・ 2川邊 千秋・ 3下井 弘 ・ 4田村 明 

           5若林 卓哉 ・ 8喜多 義幸・ 9竹尾 泰 ・10田中 茂人 

          11清水 喜代己・12平松 崇己・13横山 光次・19太田 義政 

          21坂野 大徹 ・23水谷 隆 

以上１４名 

 

欠 席 委 員    

 

出席部会員外委員   

 

議      長  第１農地部会長 太田 義政 

 

事 務 局 職 員  藤井事務局長・野村事務局次長・江副主査 

 

総 合 支 所   河芸：竹内主事    芸濃：倉田担当主幹 美里：谷川担当主幹  

安濃：横井担当副主幹 香良洲：豊田担当主幹 

 

議 事 録 署 名 者   3下井 弘・ 5若林 卓哉 

 

事      項 

 

 報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

 報告第２号 農地法第３条の３の規定による届出について 

 報告第３号 農地法第４条第１項第８号の規定による届出について 

 報告第４号 農地法第５条第１項第７号の規定による届出について（所有権移転） 

 報告第５号 農地法第５条第１項第７号の規定による届出について（使用貸借） 
 

 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（所有権移転） 

 議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について 

 議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（所有権移転） 

 議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（賃貸借権） 

 議案第５号 非農地証明願について 

 議案第６号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積計画の決定に 

       ついて（別冊） 
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議   事   の   大   要 

 

 

議  長   それでは、第５回第１農地部会を開催させていただきます。 

       本日の欠席はございません。出席委員は１４名でございます。 

       各委員が発言する場合はマスク着用のまま発言をお願いします。 

それでは、議事録署名者を私のほうから指名をさせていただきます。 

３番 下井 弘委員、５番 若林 卓哉委員、よろしくお願いいたします。 

       まず初めに、会長の専決等の報告事項、第１号から第５号に入ります。 

       事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局      議案書の１ページをお願いします。 

報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について、でござい

ます。 

番号１から８で、合計件数は８件、合計面積は９，９０５.００㎡で、すべ

て田でございます。 

これらにつきましては、農地の賃貸借を、貸人、借人、双方の合意により解

約したものです。 

 

３ページから９ページをお願いいたします。 

報告第２号 農地法第３条の３の規定による届出について、でございます。 

番号１から１２で、合計件数は１２件、合計面積は５０，４１６.３０㎡で、

 その内訳は田が３８，６１１.３０㎡、畑が１０，５５６㎡でございます。 

これらにつきましては、相続の届出でございます。 

なお、現況地目が農地以外となっているところは、無断転用の可能性があ

りますので、届出人に対して指導しております。 

 

１０ページをお願いいたします。 

報告第３号 農地法第４条第１項第８号の規定による届出について、でご

ざいます。 

番号１ 資材置場及び駐車場用地 

            でございます。 

以上、件数は１件、合計面積は３３３㎡で、すべて畑でございます。 

 

１１ページから１２ページをお願いいたします。 

報告第４号 農地法第５条第１項第７号の規定による届出について（所有 

権移転）、でございます。 

番号１、一般個人住宅用地 

番号２、事務所及び駐車場用地 

番号３、住宅型有料老人ホーム用地 

番号４、一般個人住宅用地 

番号５、駐車場及び資材置場用地 

番号６、一般個人住宅用地 

番号７、駐車場用地 

番号８、一般個人住宅用地 

番号９、駐車場及び資材置場用地 
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番号１０、共同住宅用地及び住宅、倉庫、駐車場用地 

番号１１、資材置場用地 

      でございます。 

以上、件数は１１件、面積は６，２０４.００㎡で、その内訳は田が３，９

４９㎡、畑で２，２５５.００㎡ございます。 

 

１３ページをお願いいたします。 

報告第５号 農地法第５条第１項第７号の規定による届出について（使用 

貸借）、でございます。 

番号１、一般個人住宅用地 

番号２、駐車場用地 

番号３、進入路及び駐車場用地 

番号４、農業用倉庫用地 

以上、件数は４件、合計面積は１，４２８㎡で、その内訳は田が５６５.４ 

０㎡、畑が８６３㎡でございます。 

 

報告案件につきまして、以上で説明を終わります。 

よろしくお願いいたします。 

 

議  長   それでは、早速、議案事項に入ります。 

       議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（所有権移転）、

事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   それでは、１４ページをお願いいたします。 

       議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（所有権移転）、

でございます。 

        

番号１、地区 高宮、申請地 美里町五百野中之郷    、登記地目・現

況地目とも畑、面積 ７２６㎡、受人     、面積 ６，７８５㎡、渡人

    。 

       譲受理由は、自作地相互の交換のため、譲渡理由は、自作地相互の交換のた

めです。 

       また、次の番号２の案件に関連した申請となります。 

 

       番号２、地区 高宮、申請地 美里町五百野下之郷    、登記地目・現

況地目とも畑、面積 ５９７㎡、受人     、面積 １０，７９３㎡、渡

人     。 

       譲受理由は、自作地相互の交換のため、譲渡理由は、自作地相互の交換のた

めです。 

 

       以上、件数は２件、合計面積は１，３２３㎡、畑でございます。 

       いずれの案件につきましても、全部効率利用要件、農作業常時従事要件、下

限面積要件、地域との調和要件など、農地法第３条第２項各号には該当しない

ため、許可要件の全てを満たしていると考えます。 

        

以上で説明を終わります。 
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ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局の説明は終わりましたので、地元委員の意見を伺います。 

       番号１、番号２、地区 高宮、お願いします。 

 

清水委員   １１番、清水です。５月１２日、事務局と一緒に現地確認しました。見たと

ころ、何も問題ないということで、よろしくお願いします。 

 

議  長   番号１、番号２について、地元委員さんから異議のないことでございます

が、皆さん、いかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。 

       それでは、異議なしと認め、議案第１号について許可することに決定をいた

します。 

       次に、議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について、事

務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   １５ページをお願いいたします。 

       議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について、でござ

います。 

        

番号１、地区 椋本、申請地 芸濃町椋本中町    、登記地目 畑、現

況地目 宅地、面積 ２８８㎡ 外３筆、合計面積 ７２９㎡、申請者   

  。 

       これにつきましては、申請地を一般個人住宅用地とするものです。 

       平成１９年に農地転用許可を受けましたが、地目変更をせずに現在の住宅

を建築した旨の始末書の提出がありますことから、これを追認しようとする

ものです。 

       農地区分は、第３種農地と判断されます。 

 

       番号２、地区 高宮、申請地 美里町五百野中之郷    、登記地目 

畑、現況地目 宅地、面積 １８１㎡、申請者     。 

       これにつきましては、申請地を農業用倉庫用地とするものです。 

       平成４年頃に自身の所有する敷地内に農業用倉庫を建設した旨の始末書の

提出がありますことから、これを追認しようとするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       以上、件数は２件、合計面積は９１０㎡、畑でございます。 

       いずれの案件につきましても、農地法第４条第６項各号には該当しないた

め、許可要件の全てを満たしていると考えます。 

        

以上で説明を終わります。 

ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局の説明が終わりましたので、地元委員の意見を伺います。 
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       番号１、地区 椋本、お願いします。 

 

竹尾委員   ９番、竹尾です。去る５月１０日、事務局の方と一緒に現地確認を行いまし

た。もう既に住宅が建てられておるところもあり、確認した結果、問題ないと

決定をしました。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       番号２、地区 高宮、お願いします。 

 

清水委員   １１番、清水です。５月１２日に現地に確認に行きました。事務局の言うと

おり、何も問題ないということを確認いたしました。よろしくお願いします。 

 

議  長   番号１、番号２について、地元委員さんから異議のない旨の発言でございま

す。皆さん、いかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   よろしいですか。異議なしですね。 

       それでは、異議なしと認め、議案第２号について、許可することに決定をい

たします。 

       次に、議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（所

有権移転）、事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   １６ページから２０ページをお願いいたします。 

       議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（所有権

移転）、でございます。 

 

       番号１、地区 大里、申請地 大里睦合町西垣内    、登記地目・現況

地目とも畑、面積 １，６６２㎡、受人     、渡人     。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、８０４．５６㎡、パネルの設置率は、４８．４％になり

ます。 

       なお、現地確認の直前に重機を入れて土地をならしてしまっていることか

ら、口頭で注意を行い、始末書が提出されております。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号２、地区 栗真、申請地 栗真小川町関口    、登記地目・現況地

目とも畑、面積 ４２２㎡、受人     、転用実行者     、渡人 

    。 

       これにつきましては、申請地を分家住宅用地とするものです。 

       また、許可証の交付につきましては、都市計画法第４３条との同時許可とな

ります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号３、地区 一身田、申請地 一身田町八ノ坪    、登記地目・現況

地目とも田、面積 １９３㎡ 外１筆、合計面積 １，０６７㎡、受人   

  、渡人     。 
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       これにつきましては、近隣に支店を構える    への貸駐車場用地とす

るものです。 

       現在、開発許可申請中であるため、当部会での承認とともに同時許可となり

ます。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号４、地区 一身田、申請地 一身田町八ノ坪    、登記地目・現況

地目とも田、面積 ２９４㎡ 外３筆、合計面積 １，９９７㎡、受人   

  、渡人     。 

       これにつきましては、申請地を    用地とするものです。 

       許可証の交付につきましては、都市計画法第２９条との同時許可となりま

す。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号５、地区 一身田、申請地 一身田町八ノ坪    、登記地目・現況

地目とも田、面積 ６０㎡ 外１筆、合計面積 ２４９㎡、受人     、

渡人     。 

       これにつきましては、申請地を店舗（調剤薬局）用地とするものです。 

       許可証の交付につきましては、都市計画法第２９条との同時許可となりま

す。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号６、地区 神戸、申請地 野田法事谷    、登記地目・現況地目と

も田、面積 １，１０１㎡、受人     、渡人     。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、４５０．２３㎡、パネルの設置率は、４０．８％になり

ます。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号７、地区 黒田、申請地 河芸町北黒田大谷    、登記地目・現況

地目とも畑、面積 ２９㎡ 外８筆、合計面積 ６９０．９１㎡、受人   

  、渡人     。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、１，６００㎡、パネルの設置率は、５０．４％になりま

す。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号８、地区 黒田、申請地 河芸町浜田松脇    、登記地目・現況地

目とも田、面積 ６９㎡ 外９筆、合計面積 ２，８１１㎡、受人     、

渡人     。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、３，０５３．１９㎡、パネルの設置率は、８８．７％に

なります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号９、地区 黒田、申請地 河芸町南黒田樋廻    、登記地目 畑、
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現況地目 山林、面積 ３１０㎡ 外４筆、合計面積 １，８５６㎡、受人 

    、渡人     。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

       申請地の一部が山林化していることから、始末書の提出があります。 

       パネル設置面積は、１，４５４．３９㎡、パネルの設置率は、６９．３％に

なります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号１０、地区 上野、申請地 河芸町久知野横院前    、登記地目・

現況地目とも畑、面積 ７８㎡ 外１筆、合計面積 ３６２㎡、受人    

 、渡人     。 

       これにつきましては、申請地を資材置場用地とするものです。 

       ２０年ほど前から既に現況の状態であった旨の始末書の提出がありますこ

とから、これを追認しようとするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号１１、地区 椋本、申請地 芸濃町椋本新町    、登記地目 畑、

現況地目 宅地、面積 ３９８㎡、受人     、渡人     。 

       これにつきましては、申請地を一般個人住宅用地及び道路用地とするもの

です。一度居宅を建設し取り壊した旨の始末書の提出がありますことから、こ

れを追認しようとするものです。 

       許可証の交付につきましては、都市計画法第４３条との同時許可となりま

す。 

       農地区分は、第３種農地と判断されます。 

 

       番号１２、地区 椋本、申請地 芸濃町椋本西富家    、登記地目・現

況地目とも田、面積 ２，９６６㎡ 外１筆 合計面積 ６，２６４㎡、受人

    、渡人     。 

       これにつきましては、申請地を宅地分譲用地とするものです。 

       許可証の交付につきましては、都市計画法第２９条との同時許可となりま

す。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号１３、地区 明合、申請地 野口大谷    、登記地目・現況地目と

も畑、面積 ２９０㎡ 外１筆、合計面積 ２，４８８㎡、受人     、

渡人     。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、１，４７６．０１㎡、パネルの設置率は、５９．３％に

なります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       以上、件数は１３件、合計面積は２１，３６７．９１㎡、このうち田が１１，

００６．９１㎡、畑で１０，３６１㎡でございます。 

       いずれの案件につきましても、農地法第５条第２項各号には該当しないた

め、許可要件の全てを満たしていると考えます。 
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以上で説明を終わります。 

ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局の説明が終わりましたので、地元委員の意見を伺ってまいります。 

       番号１、地区 大里、お願いします。 

 

若林委員   ５番、若林です。整地が施工されていましたので、始末書を提出していただ

きました。あと問題ないと考えます。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       番号２、地区 栗真、お願いします。 

 

坂野委員   ２１番、坂野です。現地調査を５月１０日にできまして、現場を見ていただ

いた地元推進委員とも協議の上、特に問題ないということで協議しましたの

で、以上です。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       番号３から番号５まで、地区 一身田、お願いします。 

 

田村委員   ４番、田村です。５月１０日、会長、副会長、それから地元推進委員と共に

現地確認を行いました。３件ともひっついたところで一体利用の土地になる

んですけれども、事務局説明どおりで特に問題ありませんので、よろしくお願

いします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       番号６、地区 神戸、お願いします。 

 

小澤委員   １番、小澤です。５月１０日に現地確認をしてきました。太陽光発電という

ことで、周りの農地には問題ないという確認をしてきましたのでお願いしま

す。 

 

議  長   番号７から番号９、地区 黒田、お願いします。 

 

喜多委員   ８番、喜多です。１０日の日に、事務局と部会長と現場を見ていただきまし

たが、何ら問題ありませんのでよろしくお願いいたします。 

 

議  長   番号１０も上野で、お願いします。 

 

喜多委員   番号１０、これも別に何ら問題ありませんので、事務局の説明のとおりで問

題ありません。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       番号１１、番号１２、地区 椋本、お願いいたします。 

 

竹尾委員   ９番、竹尾です。５月１０日に、事務局の方と一緒に現地確認をしました。

１１番、もう更地になっておりましたが、特に問題はないと確認しました。 

       １２番につきましては、面積が非常に６，２６４㎡ということで大きかった
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ものですから、会長、部会長さんにもご足労願って確認をしました。特に問題

ないと確認を取らせていただきました。 

       以上です。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       番号１３、地区 明合、お願いします。 

 

平松委員   １２番、平松です。１０日の日に現地を見させてもらって、東側、北側も太

陽光発電の施設になっていましたので、問題ないと確認しました。 

 

議  長   ありがとうございました。 

       この議案第３号について現地確認をさせていただいたところ、太陽光の施

設のところにはやっぱりどうしても排水計画が自然浸透という表現でござい

ます。この件について、非常に斜面のところとか、平たいところばかりじゃご

ざいませんので、ゲリラ豪雨というか大きな強い雨が降ったときにどうなる

かということで、どうも申請者の説明が非常に不足しておるような感じがし

ます。現地確認のときにいろいろ注意事項また確認をさせていただいている

ところでございますけれども、もう少し受付をされるときにきちっと草刈り

はどういうふうにするだとかというところの説明までちゃんと記載されます

ように注意をしていただきたいなというふうに思います。特に排水に関して

は一番の問題でありまして、自然浸透、他の水にも排水溝につながる排水路、

Ｕ字溝等を設置するとか、そういうところまで委員会で管理をしていきたい

なというように思いますのでよろしくお願いいたします。 

       余分なことでございますけれども、よろしくお願いいたします。 

       １から１４について、地元委員さんから異議のない旨の発言でございます。

皆さん、いかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。 

       それでは、異議なしと認め、議案第３号について許可することに決定をいた

します。 

       次に、議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（賃

貸借権）、事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   ２１ページをお願いいたします。 

       議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（賃貸借

権）、でございます。 

 

       番号１、地区 黒田、申請地 河芸町南黒田樋廻    、登記地目・現況

地目とも畑、面積 ２０８㎡、借人     、貸人     。 

       これにつきましては、申請地を資材置場用地とするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       以上、件数は１件、面積は２０８㎡、畑でございます。 

       この案件につきましても、農地法第５条第２項各号には該当しないため、許
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可要件の全てを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局の説明が終わりました。地元委員の意見を伺います。 

       番号１、地区 黒田、お願いします。 

 

喜多委員   ８番、喜多です。ただいま事務局が説明していただいたとおりで別に問題あ

りませんので、よろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       番号１について、地元委員さんから異議のない旨の発言でございます。皆さ

ん、いかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   それでは、異議なしと認め、議案第４号について許可をすることに決定をい

たします。 

       続きまして、議案第５号 非農地証明願について、事務局の説明をお願いし

ます。 

 

事 務 局   議案第５号 非農地証明願について、でございます。 

        

番号１、地区 草生、願出者     、申請地 安濃町中川大垣内   

 、登記地目 畑、現況地目 山林、面積２９㎡ 外３筆、合計面積 １，２

６１㎡。 

       これにつきましては、申請地に亡き父が昭和４０年頃、杉苗を植林し山林と

したことを、樹木伐採後の年輪から確認できたことから、申請地は農地以外の

用に供され２０年以上が経過している土地であり、非農地証明事務取扱要領

第３条第１項第２号の規定に該当することから、農地ではない旨の証明をし

ても差し支えないものと考えます。 

 

       番号２、地区 高宮、願出者     、申請地 美里町五百野下之郷  

  、登記地目 畑、現況地目 宅地、面積 ２２４㎡。 

       これにつきましては、家屋登記簿により、申請地に昭和５０年に居宅が建て

られ現在に至ることが確認できることから、申請地は農地以外の用に供され

２０年以上が経過している土地であり、非農地証明事務取扱要領第３条第１

項第２号の規定に該当することから、農地ではない旨の証明をしても差し支

えないものと考えます。 

 

       以上、件数は２件、合計面積は１，４８５㎡、畑でございます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局の説明が終わりましたので、地元委員の意見を伺います。 

       番号１、地区 草生、お願いします。 

 

横山委員   １３番、横山です。５月１０日に現地確認させていただきましたけども、別

に問題ないということで、よろしくお願いします。 
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議  長   番号２、地区 高宮、お願いします。 

 

清水委員   １１番、清水です。５月１２日、現地確認をさせていただきました。事務局

が言うように何も問題ないということで、よろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       番号１、番号２について、地元委員さんから異議なしということでございま

す。皆さん、いかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   それでは、異議なしと認め、議案第５号について証明をすることに決定をい

たします。 

       次に、別冊でお配りしました議案第６号 農業経営基盤強化促進法第１８

条の規定による農用地利用集積計画の決定についてです。 

       事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   議案第６号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集

積計画の決定について、でございます。 

       資料の２枚目、農用地利用集積計画地区別集計表をご覧ください。 

       各地区別に、下の合計欄で説明をさせていただきます。 

        

まず、津地区をご覧ください。 

       田の賃貸借、使用貸借で８６，４１３㎡、畑の賃貸借、使用貸借で２２，７

９２㎡、契約件数は３７件でございます。 

       河芸地区につきましては、田の賃貸借で６２９㎡、畑の使用貸借で８００

㎡、契約件数は２件でございます。 

       安濃地区につきましては、田の賃貸借で１４，１８８㎡、畑の使用貸借で２

６８㎡、契約件数は４件でございます。 

       芸濃地区につきましては、田の賃貸借、使用貸借で１５，７８８㎡、契約件

数は６件でございます。 

       美里地区につきましては、田の使用貸借で１２，３８２㎡、契約件数は７件

でございます。 

       香良洲地区につきましては、該当がございませんでした。 

 

       以上、合計で田の集積が、賃貸借、使用貸借を合わせて１２９，４００㎡、

畑の集積は賃貸借、使用貸借を合わせて２３，８６０㎡、合計契約件数は５６

件、合計面積は１５３，２６０㎡となっております。 

 

       次に、認定農業者への集積状況でございます。 

       地区別の認定農業者への集積は津地区２８件、河芸地区１件、安濃地区２

件、芸濃地区５件、美里地区１件で合計３７件、合計面積は１０７，２９１㎡

でございます。 

       なお、認定農業者への集積率は、件数で６６％、面積で７０％となっており

ます。 
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       続きまして、「農地中間管理事業」を利用した案件についてご説明をいたし

ます。 

       人・農地プランの作成が要件となっております新規のものにつきましては、

該当はございませんでした。 

       今回提出させていただきました利用集積計画につきましては、農業経営基

盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると考えます。 

 

       次に、３枚目からの「農用地利用集積計画の概要」でございますが、今回の

利用集積計画のうち、農業委員会等に関する法律第３１条の議事参与の制限

に該当します案件がございますので、ご審議いただくに当たりまして、ご配慮

いただきますようよろしくお願いをいたします。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   説明が終わりました。 

       まず初めに、農業委員会等に関する法律第３１条の議事参与の制限に該当

する案件がございますので、この案件からご審議をいただきたいと思います。 

       まず、６ページの整理番号５の５についてです。    委員、一時退室を

お願いいいたします。 

 

       ＜ 退  室 ＞ 

 

議  長   ６ページの５－５、皆さん、いかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   異議なしですか。よろしいですか。 

       ありがとうございます。 

       入室をお願いします。 

 

       ＜ 入  室 ＞ 

 

議  長   それでは、議事参与の制限に該当しない案件につきまして、ご審議をいただ

きたいと思います。皆さん、いかがでしょうか。異議はございませんか。よろ

しいですか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。 

       それでは、議案第５号について、全て適正であると認め、市長に進達するこ

とに決定をいたします。 

        

以上で、部会に付議されました案件の審議は全て終了いたしました。 

       以上で、第５回第１農地部会を終了いたします。 

 

                                午前１０時３３分 

 

上記は、第５回第１農地部会の議事を録したものである。 
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  令和４年５月１７日 

 

 

 

                     議事録署名者              

 

 

 

 

                     議事録署名者              

 

 


